
広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
二
日

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

広
島
県
規
則
第
四
十
三
号

広
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
局
の
分
課
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
局
に
デ

ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー

ム
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
及
び
ブ
ラ
ン
ド
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
チ
ー
ム
を
、
地
域
政
策
局
に

広
島
サ
ミ
ッ
ト
推
進
チ
ー
ム
を
、
商
工
労
働
局
に

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム
を
置
く
。

（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
）

第
九
条

（
略
）

地
域
政
策
総
務
課
―
国
際
課

（
略
）

広
島
サ
ミ
ッ
ト
推
進
チ
ー
ム

広
島
サ
ミ
ッ
ト
に
関
す
る
こ
と
。

２
・
３

（
略
）

（
局
の
分
課
）

第
五
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
局
に
デ

ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー

ム
、
経
営
企
画
チ
ー
ム
及
び
ブ
ラ
ン
ド
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
チ
ー
ム
を
、
商
工
労
働
局
に

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
チ
ー
ム
を
置
く
。

（
地
域
政
策
局
各
課
の
分
掌
事
務
）

第
九
条

（
略
）

地
域
政
策
総
務
課
―
国
際
課

（
略
）

２
・
３

（
略
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


